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Ⅷ 短期借入金の限度額 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

委員 
会 
評価 

委員会参考意見 

短期借入金の限度額 

 

限度額  ３億円 

短期借入金の限度額 

 

限度額  ３億円 

 

該当なし ― ―  

 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

委員 
会 
評価 

委員会参考意見 

決算において剰余金が発生した場合

は、教育研究の質の向上及び組織運営

の改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合

は、教育研究の質の向上及び組織運営

の改善に充てる。 

 

該当なし ― ―  

 

 

Ⅹ 重要な財産の譲渡等に関する計画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

委員 
会 
評価 

委員会参考意見 

な し な し 

 

な し ― ―  
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XI その他規則で定める事項 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 状 況 
法人 
自己 
評価 

委員 
会 
評価 

委員会参考意見 

１ 施設及び設備に関する計画 

空 調 設 備 等 の 大 規 模 修 繕 を

第 2 期中期計画期間中に行う。 

 

 

 

２ 中期目標の期間を超える債務負担 

 

な し 

 

３ 地方独立行政法人法第 40条第 4項 

の規定により業務の財源に充てるこ 

とができる積立金の使途 

教 育 研 究 の 質 の 向 上 及 び 組

織運営の改善に充てる。  

 

４ その他法人の業務運営に関し必要

な事項 

な し 

１ 施設及び設備に関する計画 

中期修繕計画に基づき、岡山県から

の補助金の交付も受けながら、計画的

な修繕工事を行う。 

 

 

 

２ 中期目標の期間を超える債務負担 

 

な し 

 

３ 地方独立行政法人法第 40条第 4項

の規定により業務の財源に充てるこ 

とができる積立金の使途 

教育研究の質の向上及び組

織運営の改善に充てる。  

 

４ その他法人の業務運営に関し必要

な事項 

な し 

１ 大規模修繕を2件実施した。 

・ 中央監視設備機器更新工事 

・ 学部共通棟（西）エレベータ設備更新 

 

 

 

 

２ 該当なし 

 

 

 

３ 該当なし 

 

 

 

 

 

４ 該当なし 

 

 

 

 

 

― ―  
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